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  議  事  録 

１ 日時 

令和５年７月２０日（木） 

午後６時～午後９時３６分 

 

２ 会場 

教育文化センター ２階 会議室 

 

３ 出席者 

【教育長及び委員】 

 教育長  阿形 博司 

 委員   藤本 禎男 

 委員   森﨑 陽子 

委員   波床 昌則 

委員   石元 和代 

【事務局職員】 

教育学習部長      河嶋 健     学校教育部長      前北 博文 

教育政策課長      腰前 敏典    教育施設課長      北野 剛也 

生涯学習課長      田村 匡崇    青少年課長       鷲山 宏和 

読書活動推進課長    權藤 裕子    学校支援課長      岩本 信哉 

学校教育課長      西谷 宣昭    教育研究所長      竹内 圭 

保健給食管理課長    宗 浩二     子ども支援センター長  尾崎 有希子 

教育政策課総務政策班長 森 一樹     教育政策課企画員    久保 映子 

教育研究所専門教育員  岩﨑 朝蔵 

【和歌山市立和歌山高等学校職員】 

校長          竹内 伸之    教頭（定時制）     相谷 幸和 

教頭（全日制）     中平 滋之    教諭（定時制）     廣田 恭平 

教諭（全日制）     金丸 央     教諭（定時制）     栗栖 道歩 

教諭（全日制）     梅本 誠也    教諭（定時制）     新井 亜沙子 

教諭（全日制）     須川 澪 

【和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校教科用図書選定委員会】 

選定委員        尾上 利美    選定委員        岡部 美代恵 

選定委員        梅本 優子 

 

４ 開会宣示 

阿形教育長が開会を宣示。 
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５ 署名委員指名 

署名委員に石元委員を指名。 

 

６ 報告及び議案 

阿形教育長 

本日は、報告が２件、議案が４議案となっています。 

議案第１７号及び第１８号については会議規則第５条第６号に当たるものとして、秘密会が

適当だと思いますが、いかがでしょうか。 

委員一同 

異議なし。 

阿形教育長 

異議なしと認め、議案第１７号及び第１８号については、秘密会とします。 

 

報告第２号  ６月定例市議会について 

阿形教育長 

まず初めに、報告第２号「６月定例市議会について」の説明をお願いします。 

河嶋教育学習部長 

それでは、報告第２号、６月定例市議会についての概要を報告させていただきます。 

市議会６月定例会は、令和５年６月２３日金曜日から同年７月１３日木曜日まで、会期２１

日間で開かれました。６月２７日から同月３０日までの４日間に一般質問が行われ、１２名の

議員が質問されました。教育委員会に関連して、７名の議員から、メタバース空間の活用、災

害時の避難所、教育改革、学童保育、災害対策、学校給食と食育から地域を考える事、若竹学

級に関する質問がありました。一般質問の要旨並びに市長、教育長及び教育局長の答弁につき

ましては、前もって資料として送付させていただいておりますので、ここでの説明は省略させ

ていただきます。 

７月６日木曜日に開かれた経済文教委員会では、令和５年度和歌山市一般会計 補正予算

（第１号）、同補正予算（第２号）及び議案第１９号について、ご審議いただきました。  

令和５年度和歌山市一般会計補正予算（第１号）における増額補正は、損害賠償請求事件に

係る裁判の終了に伴う弁護士報酬を支払う学校運営事業、紀伊小学校小豆島分校の校舎等を解

体撤去する廃校解体撤去事業、第８ブロックにおけるコミュニティセンターを建設するコミュ

ニティセンター建設事業に要するものです。また、同補正予算における減額補正は、図書館シ

ステムの更新に係るシステム委託料の契約額確定によるものです。 

債務負担行為の補正は２件で、１件目は、市立中学校の全員給食を実施するため、債務負担

行為を設定するもので、期間を令和６年度から令和２２年度まで、限度額を９３億７，６６７

万６，０００円とするものです。２件目は、第８ブロックにおいてコミュニティセンターを建

設するため、債務負担行為を設定するもので、期間を令和６年度、限度額を１０億１，９０７

万３，０００円とするものです。 
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地方債の補正は２件ありまして、１件目は、第８ブロックにおけるコミュニティセンターの

建設工事に係る市債、２件目は、紀伊小学校小豆島分校の校舎等の解体等に係る市債になりま

す。 

同補正予算（第２号）における増額補正は、いずれも新型コロナウイルス感染症対策事業に

要する諸経費の補正で、ＧＩＧＡスクール端末の活用に係る市立学校のインターネット通信環

境を整備する学校ＩＣＴ環境設備整備事業や、物価高騰の状況を踏まえ、市立小学校・義務教

育学校の前期課程の令和５年度の給食費の無償化と、給食の食材費等の値上がり分の支援、ま

た中学校における給食の食材費等の値上がり分の支援と、共同調理場の賄材料費の増額に要す

る経費の補正になります。 

議案第１９号は、和歌山市民図書館、西分館及び各コミュニティセンター図書室の運営に係

る図書館システムの更新と運用保守業務の委託契約を締結するものです。 

また、この日の経済文教委員会で、令和５年度和歌山市中央公民館運営審議会についての報

告を行いました。 

令和５年７月１０日月曜日に開かれた経済文教委員会では、７月６日に提出した中学校給食

センター整備運営事業の資料を修正した上で再提出し、再度説明を行いました。 

審議の結果、全ての議案は可決されました。以上が、６月定例市議会の概要でございます。 

阿形教育長 

ありがとうございました。 

ただいま、河嶋部長から６月定例市議会の報告ありましたけれども、何かご質問等ございま

せんか。 

以前ご審議いただきました、上程した議案については、全て可決されております。ありがと

うございました。 

 

報告第３号  和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱について 

阿形教育長 

それでは次に、報告第３号「和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱に

ついて」の説明をお願いします。 

尾崎子ども支援センター長 

それでは、和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱について報告させて

いただきます。教育委員会の附属機関として、和歌山市いじめ・不登校問題に関する検討委員

会を置いています。不登校及びいじめ問題に関し、問題の解消のための住民意識の啓発の方

策、問題を未然に防止するための効果的な方策等について、教育に関する団体や関係機関を代

表する方、教育に関する学識経験を有する方等から提言をいただいております。 

委員の任期は、条例第４条により、２年となっています。今回は令和５年７月１日から令和

７年６月３０日となっています。 

新たな委員につきましては、資料で示しているとおりですので、ご報告申し上げます。 

阿形教育長 
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ありがとうございます。 

いじめ・不登校問題に関する検討委員会委員の委嘱についての報告でありますけれども、何

かご質問等ございませんか。 

２年間の委員ということで、令和７年６月３０日までの任期となっております。 

 

議案第１５号  令和５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いて 

阿形教育長 

それでは、これより議事に入りたいと思います。 

議案第１５号「令和５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につい

て」の説明をお願いします。 

腰前教育政策課長 

議案第１５号、令和５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について

ご説明いたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づく教育委員会の権限

に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については、平成２４年度から教育委員会

の附属機関として和歌山市教育委員会事務評価委員会を設置し、その客観性を確保してきたと

ころです。 

本年度の点検及び評価を実施するに当たり、委員会委員の委嘱と評価の対象についてご審議

をお願いいたします。 

まず初めに、委員会委員の委嘱についてです。委員会委員については、和歌山市教育委員会

事務評価委員会条例第３条第２項の規定に基づき、教育に関する学識経験を有する者その他教

育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱することとなっております。 

資料の１ページをご覧ください。令和５年度和歌山市教育委員会事務評価委員会委員の案で

す。和歌山市教育委員会事務評価委員会の委員選任に関する要綱第２条の規定に基づき、教育

に関する学識経験を有する者について、和歌山大学教授又はそれに準ずる者として、和歌山大

学教育学部副学部長 島津俊之氏、和歌山信愛女子短期大学教授又はそれに準ずる者として、

和歌山信愛女子短期大学教授 芝田史仁氏のお二方、また、教育委員会が必要と認める者につ

いて、幼稚園ＰＴＡ連合会を代表する者として、佐藤由希子氏、小学校ＰＴＡ連合会を代表す

る者として、朝間健至氏、中学校ＰＴＡ連合会を代表する者として、林俊宏氏のお三方、和歌

山県私立中学高等学校協会の推薦する者として、近畿大学附属和歌山高等学校・中学校の学校

長である、川合廣征氏、以上の６名の方を委員にいかがかと考えております。 

委嘱期間については、和歌山市教育委員会事務評価委員会条例第４条第１項の規定に基づ

き、令和６年３月３１日までとなります。 

次に、評価対象についてです。資料の２ページ目をご覧ください。評価は第２次和歌山市教

育振興基本計画に沿って、それぞれの具体的な取組の進捗状況を示した資料を基に評価を受け

たいと考えています。 
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また、今後の日程については、評価委員会によるヒアリング等を行い、事務局で報告書の案

を作成し、１０月の定例教育委員会会議でのご審議を経て、議会に提出したいと考えておりま

す。説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

阿形教育長 

ありがとうございました。 

ただいま、委員６人の方のお名前の名簿、そして評価いただく内容の教育振興基本計画の具

体的な取組についての説明がありましたけれども、何かご質問等ございませんか。 

委員の方は４人の方が新しくなっておられます。ＰＴＡを代表する方と私立の中高の代表の

方ということで、４人の方が新しく変わるということです。 

特にないでしょうか。 

それではただいまの議案第１５号について、採決を行います。 

原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同 

はい。 

阿形教育長 

それでは原案どおり承認します。 

 

議案第１６号  和歌山市社会教育委員の委嘱について 

阿形教育長 

続きまして、議案第１６号「和歌山市社会教育委員の委嘱について」の説明をお願いしま

す。 

田村生涯学習課長 

議案第１６号、和歌山市社会教育委員の委嘱についてご説明いたします。 

和歌山市社会教育委員（案）をご覧ください。和歌山市中学校ＰＴＡ連合会において、役員

の変更がありました。表の下から４段目の薄く黒塗りした行になります。役員の変更に伴い、

和歌山市中学校ＰＴＡ連合会 林俊宏さんを社会教育法第１５条並びに和歌山市社会教育委員

条例第２条及び第３条により、和歌山市社会教育委員として委嘱をいたしたく存じますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

なお、前任者は、和歌山市中学校ＰＴＡ連合会 瀧口久美子さんです。ほかの委員について

は、変更はございません。説明は以上です。 

阿形教育長 

ありがとうございました。 

社会教育委員さんの委嘱ということで、中学校のＰＴＡの代表の方が変わられるということ

です。社会教育法並びに社会教育委員条例は２ページ、３ページに資料としてついておりま

す。 

何かご質問等ございませんか。 

特にないようですので、それではただいまの議案第１６号について、採決を行います。 
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原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

委員一同 

はい。 

阿形教育長 

それでは原案どおり承認します。 

続いて秘密会となりますが、秘密会に入る前に「その他」で何かありませんか。 

 

７ その他 

腰前教育政策課長 

次回の定例教育委員会の日程について、報告させていただきます。 

次回の教育委員会定例会は、令和５年８月１０日（木）午後１時３０分から教育委員室で開

催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

阿形教育長 

ありがとうございます。次回は８月１０日（木）午後１時３０分になります。場所はいつも

の教育委員室ですので、よろしくお願いします。 

ほかに何かございませんか。 

藤本委員 

今日は１学期の終業式を迎えられて、いろんな課題があるとしても、大きな事故とか事件と

かなくてよかったなというふうに思っております。私が４月の定例教育委員会のときに言わせ

ていただいたんですけれども、積極的な生徒指導という形で考えまして、やはり道徳の授業と

いうのは大切だというお話をさせていただきました。私が考えたところによると、４月から７

月２０日まで考えますと、だいたい１３週に渡って道徳の授業ができるのではなかろうかとい

う週を考えました。そうした中で、大変お忙しいのはもう重々確認しているんですけれども、

学校の実施状況を１度見ていただきまして、前にも言わせていただいたように、それで指導す

るのではなくて、どういうふうに学校はできてなかったのか、児童生徒が休みというようなこ

ととか、学校の状況がいろいろあるとは思うんですけども、今度は２学期にどういう対策、改

善策をしていこうか、３５単位時間を考えますと、２学期にやはりやっておかなくてはいけな

いというふうに考えますので、そういった意味でちょっと調べていただけたらありがたいなと

いうふうに思っております。以上です。 

阿形教育長 

ありがとうございます。４月当初にもご指摘受けて、道徳の授業は週に１回しかありません

ので、大事にしてほしいというご意見だったと思うんですけども、特に今の時点では調べてな

いですよね。 

前北学校教育部長 

はい。 

阿形教育長 
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また一度各校ごとに実施状況を見ていただいて、もしかしたらきちんとできなかったという

のがあるかわかりませんけど、それはそれで事情、なぜかというのを分析した上で、２学期に

向けてまた改善していっていただけたらと思います。 

今日で１学期終わったんですけど、何か大きな報告とか特になかったですか。今日の時点で

は。 

前北学校教育部長 

はい。 

阿形教育長 

わかりました。無事に１学期終わって何よりです。ありがとうございました。 

ほかに何かございませんか。 

それではないようですので、秘密会に入りたいと思います。 

傍聴人の方は申し訳ございませんが、退席をお願いいたします。 

それでは関係職員以外の方も退室願います。 

また、関係職員の入室を許可します。 

 

８ 非公開事案 

―以下『』部分については非公開とする― 

議案第１７号  令和６年度に和歌山市立小学校及び義務教育学校前期課程で使用する教

科用図書の採択について 

『非公開』 

 

議案第１８号  令和６年度に和歌山市立和歌山高等学校で使用する教科用図書の採択に

ついて 

『非公開』 


